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 会 議 録 

審議会等の 

名称 

令和７年第9回教育委員会（定例会） 

開催日時 令和７年6月26日（木）１４：００～14：27 

開催場所 山口市役所 2階会議室201 

公開・部分公

開の区分 

公開 

出席者 藤本教育長、山本委員、横山委員、佐藤委員、角川委員、鮎川委員、須藤委員 

欠席者 西山教育総務課長 

事務局 石津部長、嶋壽教育部次長、宮崎教育施設管理課長、上田学校教育課長、原田社会教育課

長、吉賀文化財保護課長、山下中央図書館長、柳教育総務課主幹、河﨑教育総務課主幹 

付議案件 報   告 

（1）令和７年６月定例市議会における一般質問及び教育民生委員会の概況報告の対応状況

について 

 藤本教育長 ただいまから、令和７年第９回教育委員会（定例会）を開会いたします。

会議録の署名につきましては、横山委員さんと須藤委員さんにお願いした

いと思います。 

本日は報告１件となっております。本日の案件につきましては、市議会に

上程する案件等ではございませんことから、この議案を公開にて、審議した

いと思います。 

それでは報告第１号の「令和７年６月定例市議会における一般質問及び

教育民生委員会の概況報告の対応状況」について、事務局からお願いしま

す。 

石津教育部長。 

 

石津教育部長 はい、資料Ａの１ページをお開きください。令和７年６月定例市議会にお

ける一般質問及び教育民生委員会の概況報告の対応状況についてでござ

います。定例市議会は、６月３０日までの開催でございまして、会期中では

ございますが、先日行われました一般質問の答弁及び教育民生委員会の

概況報告の内容につきまして、資料 B、資料Ｃにより御説明させていただき

ます。 

 

それでは、一般質問の答弁につきましては、担当課長から説明させてい

ただきます。 

 

藤本教育長 柳教育総務課主幹。 
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柳教育総務課

主幹 

まず、教育総務課の方から御説明をさせていただきます。 

その前に、今回の一般質問につきましては、5 名の市議会の議員の皆様

から、６つの御質問をいただいたところでございます。内容につきましては、

それぞれ説明をいたしますが、詳細につきましては、資料Bの方で掲げてお

りますので、こちらの方をまた御覧いただければと思います。 

 

それでは、各課の詳細について御報告を申し上げます。資料 C を御覧く

ださい。 

教育総務課の関係でございます。まず栗林議員、ア物価高騰対策につい

て、①中間所得層への支援、１学校給食についてでございます。質問のポイ

ントでございます。学校給食における、物価高騰の影響について現状を伺

う。また、令和６年度補正予算及び令和７年度当初予算の執行状況、それ

と、これらの予算が不足する見込みとなった場合の対応について伺う。次

に、国の財源を活用した給食費の支援を検討してはいかがか伺う。それと

現在、他の自治体で給食費の無償化に取り組んでいるところがあるが、本

市においても早急に、学校給食の無償化に取り組むべきと考えるがいかが

か、伺うということでございます。 

それに対する答弁でございますが、物価高騰による食材の値上がりは、

現在も続いておりまして、学校給食にも影響が生じております。 

次に予算の執行状況と予算が不足する見込みとなった場合の対策につ

きましては、現在、想定を超える物価高騰が続いており、通年では予算が不

足する見込みとなっております。こうした中、国においては国予備費の使用

を閣議決定されて、学校給食食材費の高騰への対応というのを掲げられ、

本市への配分額、約８，１００万円が提示されたところでございます。本市と

いたしましては、この交付金を学校給食食材費の高騰分に充てる方向で、

検討したいと考えております。 

次に給食費の無償化でございますが、本市の小中学校が無償化を実施

するとなりますと、合計で約６億６，５００万円の新たな負担が必要となりまし

て、多額の財源の恒久的な確保が課題となるところでございます。国におい

ては、小学校給食無償化というのを掲げ、中学校につきましてもできるだ

け、速やかに行う方向で議論が進められておりまして、本市といたしまして

も引き続き、国の動向に注視したいと考えております、ということで答弁をさ

せていただきました。以上でございます。 

 

藤本教育長 はい、文化財保護課長。 
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吉賀文化財保

護課長 

はい、続きまして文化財保護課でございます。 

質問は、同じく栗林議員でございます。資料２ページになります。イ文化

財の地方登録制度について、①課題及び取組でございます。 

質問のポイントでございますが、文化財保護課所管事業は、国の予算確

保が困難であり、長期化している事業もある。新規で予算を確保する手立

てがあれば、文化財保護事業全体の推進を図ることができるのではないと

考える。令和４年に改正文化財保護法が施行され、文化財の地方登録制度

が新たに設けられたが、この制度を活用して、事業の推進を図ってみては

いかがか。 

答弁でございます。新たな予算を確保する手立てについて、情報を収集

し、予算確保に努めることが、文化財保護事業を進める上で重要であると

考えております。文化財の地方登録制度は、既存の制度では、指定や登録

に至らない文化財を地方自治体の判断で、登録文化財とすることが可能に

なりますもので、地域の実状に応じて、文化財を保存・活用していくことが、

期待されるところでございます。 

本制度の利点といたしまして、歴史性や学術的評価の蓄積の観点から、

指定には至らない地域の文化財に対し、幅広く面的に保護の網をかけ、登

録を契機とした保護奨励金の支給などによりまして、文化財の所有者等に

対し、積極的な保存・活用を促すことができることなどがあります。一方、こ

うした取組に対します、地方財源措置につきましては、例えば建造物保存等

に要する経費として、地方登録文化財１件あたり、５万円の特別交付税が措

置されることとなっておりまして、新たな財源の確保となりますものの、事業

を進める上では十分と言えず、こうした点が課題であると考えているところ

でございます。 

本市教育委員会といたしましては、山口市文化財保存活用地域計画に

基づきまして、文化財保護事業を進める中で、まずは近隣で本制度を活用

しておられる自治体の取組状況等を把握し、活用の可能性について研究し

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

藤本教育長 はい、学校教育課長。 

上田学校教育

課長 

続きまして、伊藤議員から公立学校の長期休業ということで、①夏季休

業、②冬季休業について質問がありました。 

質問のポイントといたしましては、長期休業を短縮することによって、教職

員の負担が軽減する。どういうことかというと、授業時数を確保したら４５分

授業であるとか、それとか５時間授業であるとか、平日の授業を減らすこと

ができるのではないかということで、これまでも何度か、この夏季休業の短

縮については、質問を受けております。 

同様に②では、同じ論で、冬季休業も短縮したらどうかということで質問
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を受けました。 

答弁の概要といたしましては、夏季休業は今、継続して、調査をしており

ます。その中で、大分県、北海道、群馬県あたりが、一旦夏休みを短くした

にもかかわらず延ばしたということがあります。主な原因としましては熱中

症対策、登下校の事件事故のリスクを減らすためということになっておりま

す。 

さらには、特に中学校の教員に多いのですけど、全国大会の関係で、２０

日付近まで大会が続きますので、ここで短くなってしまうと夏季厚生休暇が

取れないというようなことの、現状もあるということもありました。 

一方で、山口県内では、夏季休業短縮を行っている自治体があります。

そこにも詳細に調査をかけました。その中ではメリットの部分で、特に短くす

ることによって、繁忙期に授業時数を少なくすることができるというメリット

があるということで、お伺いをしました。 

答弁のこととしましては、今までは絶対にやらないよということをお伝えし

ていたのですけど、今回の答弁では、部長さんが答弁されたのですけど、

今、こういうメリット・デメリットはそれぞれありますので、テーブルに並べて

みて、もう一度、どうするかについて再度、検討していくというような答えを

させていただきました。 

②の冬季休業につきましては、これは冬季休業の意義が、夏休みとは若

干違うということと併せて、冬季休業中、特に中学校すべての学校、それと

小学校の一部で、受験のための資料づくり等で、休みがあることによって、

それにしっかりと集中できるということ、併せて年度初め、１月４日以降は

今、私立入試がかなり前倒しになっていますので、休みを短縮することによ

って、そういうデメリットがあるということをお伝えして、これについては、考

えていないということをお伝えさせていただきました。 

答弁では答えていないですけど、今多くの自治体が夏休みを短くして、

春休みを長くするというような傾向もありますので、そこを調査・研究を今

後していきたいと考えております。 

 

続きまして、大来委員のＩＣＴ教育についてです。ＩＣＴ活用におけるリテラ

シーの向上ということで、ＩＣＴを活用することは賛成であるが、今、有害情

報を含むＳＮＳへの不適切な投稿であるとか、子どもたちが有害なものを見

てしまうとか、そういったものがあるのではないかと、このリテラシー教育と

いうのは、やはりこれから情報化社会の中で、絶対必要ではないかというこ

とで質問を受けました。 

答弁の概要といたしましては、本市において、山口市デジタル教育推進

計画を策定しておりますので、その中でフィルタリング等を含めて、ハード

面でしっかり対応していますよということをお伝えしていく一方、今進めて

いる中で、３つのポイント、中段になると思いますが、１つ目はデジタルシティ
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ズンシップの考え方、これは何かというと、使わせないのではなくて使う中

で学んでいく、積極的に使ってくださいと、その中で学んでいくという様な

事を、しっかり授業の中でも取り組みながらやっていくというのが１つです。 

２つ目は、そのためにも教員の指導力の向上が必要不可欠ではないかと

いうことで、教員がいかにして、そういうふうなスキルをアップしていくかと

いうことを、具体的に述べさせていただきました。 

３つ目は学校だけではなくて家庭、地域、ここもしっかりリテラシー教育の

向上のためには必要ではないかということで、答弁をさせていただきまし

た。 

今後、さらに情報化が進んでいく中で、このリテラシー教育というのは、

切っても切れないということになりますので、これもまた変化していきますの

で、しっかりそれに対応していくということで、進めております。 

 

続きまして、山本浩二議員です。地域とともに築く学校の在り方について

ということで、１つ目が学校における地域と連携した防犯対策、２つ目が地

域と学校の課題の共有ということです。 

質問のポイントとしましては、①としては、東京都立川市の小学校で５月

に発生した暴行事件、これを受けまして、やはりこれ学校だけでは、こういう

事件というのは対応できないのではないかと、もっともっと地域と学校が連

携して、防犯対策を強化した方が良いのではないかということです。 

併せて２番目は、こういうふうな防犯対策だけでなくて、いわゆる保護者

の中でクレームがあったり、いろいろなことが喧嘩１つもそうなのですけど、

学校の先生だけでは限界があるので、しっかり学校運営協議会を軸にし

て、地域の方が、学校にしっかりそういうふうな課題に対して、積極的に入

るシステムをつくってはどうかということで、質問がありました。 

①につきましては、これまでの山口市の取組として、危機管理マニュアル

に基づいて、地域や警察を始めとした関係機関と連携した、防犯教育をや

っているということ、併せて質問の中で、具体的に立川市の事件を受けてど

うしたかということで、実は報道を受けて県から指示がある前に、本市とし

ましては、ここに書いてある通り、子どもたちが学校にいる時間帯は校門を

閉めておくということ、日頃からできる防犯対策の徹底をするとともに、再

度、危機管理マニュアルを見直して、不審者への対応が実効性のあるも

の、すぐに対応できるようにするということを、メールで指示を出していると

いうところを説明させていただきました。白石小学校とか先進的に防犯対策

でされているところがありますので、そういう具体的なことを話しながら、今

後もより一層、地域と連携して、防犯対策というのを進めていきたいですと

いうことで、お答えさせていただきました。 

②につきましては、やはり学校運営協議会というのは、とても大切なもの

であり、しっかりやっていくことが大事であるということでありました。この
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度、教育長さんが、市内の１０校の運動会を回ったのですけど、前の日は大

雨でグラウンドの状態が悪かったのですけど、そこで大海小学校さんでは、

地域の方が自然に集まって、グラウンド整備をしていると、まさにこれが地

域とともにある学校の姿であるということ、それと１番大きいのは、宮野小学

校、これも教育長さんと学校訪問するまで、具体的なものは知らなかったの

ですが、つくしチームというのを昨年度、立ち上げられました。これメインは

学校運営協議会の方がされていたのですけど、どんどんどんどんその熱が

大きくなって、今は卒業された、いわゆる地域住民の方もひっくるめて、何

ができるかというのを考えて、大きく学校の内外の環境美化であるとか、学

習支援であるとか、あと、不登校の支援、ここまで入れ替わり立ち替わりで

されています。これを具体的に説明させていただきました。このつくしチーム

が、議員さんがお尋ねしている真の姿であるということをお伝えさせていた

だきました。議員さんが阿知須校区ということもありますので、阿知須小学

校のフューチャールームでの支援の在り方、今、どうなっているかということ

も説明させていただきました。 

本市教育委員会といたしましては、今後もさらに、この地域と学校ととも

にある。そのためのキーワードは、やはり学校が何を困っているか、今どの

ようなことをしているか、というのをしっかりと地域の方に発信していく。そ

して窓口を拡げていく。ここが１つのポイントになるということをお伝えして、

答弁としております。 

 

最後です。坂井議員からです。多様性を受け入れる教育展開についてと

いうことで、インクルーシブの遂行、それと他機関連携への転換ということ

で、ポイントといたしましては、本市のインクルーシブ教育の推進に向けての

理念、それと人的・物的な環境の充実に向けたさらなる取組について、お伺

いされました。 

②につきましては、坂井議員御自身が、宇部の方でスクールソーシャルワ

ーカーをされています。山口市の不登校対策は、他市にも引けを取らなく、

大変良くされているのはよく分かると、ただ一方で、目に見えていない子ど

もたち、要は家から一歩も出られない子どもたち、ここへの支援というのは、

まだまだ不足しているのではないかと、そのことに対してどういうふうに考え

ているかと、学びの多様化学校というのは今、全国で文科省は３００校つく

れということで、県では今、０校です。来年度、下関市の方で、立ち上げると

いうふうな予定となっていますが、こういうのも必要ではないかということ

で、質問を受けました。 

答弁のポイントとしましては、インクルーシブ教育ということで、そのため

にはまず、教職員、そして児童生徒が、インクルーシブ教育が何であるか。

インクルーシブ教育というのは、誰もが障がいの有無に関わらず、同じ環境

で同じ様に学んでいくということの理念です。それをしっかりと教職員、そし
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て児童生徒にしっかりと理解させるということをベースにして、誰ひとり取り

残さない学びの実現という、本市の教育振興基本計画に基づいて、物、人、

それと場所、３つの視点からやっているということをお伝えさせていただき

ました。 

１つ目は人ということで、教育支援事業補助員、いわゆる補助教員、これ

がしっかりとそういった支援のある子を通常学級の中で支援しながら、学び

を広げていますよということ、そして物といたしましては、ここは教育施設の

方に関わってくるのですけど、バリアフリーであるとか、障がい者のトイレで

あるとか、そういったものを充実しているということ、それと聴覚特性であれ

ば、しっかり防音の部屋を用意していると、そういったことをお伝えさせてい

ただきました。場所といたしましては、やはりインクルーシブ教育、これは答

弁で言っていないですが、インクルーシブ教育というのは、世界基準なので

す。ただ、世界基準では、いわゆる特別支援学級という概念はないのです、

世界では。特別支援学級があるのは日本だけなのです。実は世界各国から

指導を受けているのです、日本。ただ日本の考え方としては、いずれインク

ルーシブ教育を受けられるためには、一旦、その学びが、できないところか

ら取り出して、しっかりそこでその子に応じた学びを与えておいて、そして通

常の学級に戻すということをしているということで、このことを世界基準とい

うことは言っていないのですけど、特別支援学級で、個別の支援にあたる、

そして最終的にはインクルーシブ教育に向けていくということで、繋がって

いますよということを言わせていただきました。 

坂井議員さんのもう１つとして、インクルーシブ教育の実現のために国の

補助金を活用してはどうかということなのですけど、本市では、ある小学校

で、今年からいわゆる院内学級であるとか、特別支援学校に行く子どもを１

人、受け入れています。医療的ケア児ということで、要は看護師を１人雇っ

ています、この子が来て。それは国の補助金が出ています。それを今、つけ

ていますので、そのことを紹介して、国の補助金もしっかり活用しながら、イ

ンクルーシブ教育の実現に向けて取り組んでいますということを、お伝えさ

せていただきました。 

２番目の本市の他機関との連携ということで、説明させていただきまし

た。１つ目は、医療との連携ということで、これは白石小学校と大殿中学校

の方で行っている、医療と連携して、不登校になるのは心だけの問題では

なく、身体の不調というようなところもあるということを抽出するためのアン

ケートをするということでやっていますよということ、それと昨年度から、特

にハッピーエディケーションという、徳地にあるフリースクールなのですけ

ど、そことの連携をかなり強化しております。そのことを具体的にどのような

ことで、フリースクールと連携しているということで、お伝えをしています。 

３つ目なのですけど、特にフューチャールームを去年、立ち上げましたの

で、ここで他部局、それと他機関との連携というのをかなり強化されており
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ます。そのことをしっかり説明させていただきました。 

議員が御質問の不登校の特例校につきましては、その機能というのを

今、校内教育支援センターの中で、いわゆるステップアップルーム、フュー

チャールームでしっかり取り組んでいますということ、ただ一方で、そういう

ふうな完全に外に出られない子もいるので、下関の様子を見ながら、つくる

かどうかも含めて、検討していくというふうにお答えをさせていただいてお

ります。すみません、サッといきましたけど以上です。 

坂井議員については、再質問がありました。今、冒頭に申しました。いや

いや、もうそれは分かっていると、だけどもっともっと家に引きこもっている

子がいるのだから、そういう子をしっかりと、もっともっと繋がるように連携

をさらに強化してはいかがかということで、これについては教育長の方が答

弁をしております。 

教育長の答弁の方は、やはり家に出る事も難しいので、家にいても親は

学校に行ってほしいということでプレッシャーをかけると、要は心の居場所

がないというところで、その心の居場所づくりが、やはり必要ではないかと

いうことで、昨年度から始めている他機関との連携、これを今年度はさらに

加速化して、そういった子たちもしっかりと学びに繋いでいく。将来、社会に

出られる。一生、引きこもることがないようにやっていくということで、いきた

いということで、強い決意を述べられました。以上です。 

 

藤本教育長 はい、ありがとうございます。 

それでは、教育部長。 

 

石津教育部長 それでは、資料Ｂの４５ページをお開きください。教育民生委員会の概況

報告でございます。この度、３点ほど報告いたしました。 

１点目が、鋳銭司郷土館展示リニューアルについてでございます。鋳銭司

郷土館は、昭和５９年４月に開館し、令和６年に開館４０周年を迎えました。

開館以来、初めてとなる常設展示のリニューアルを行い、令和７年４月１９日

に、展示リニューアルのオープン式典を開催いたしました。この度のリニュ

ーアルにつきましては、大村益次郎を紹介する第１展示室におきましては、

安田女子大学の竹本知行教授に監修をいただき、大村益次郎がもつ医学

者・洋学者・兵学者・教育者という様々な側面と、近代日本の建設に尽力し

た生涯を大型グラフィックパネルなどを用いて、来館者が観覧しやすい展示

としたところでございます。また史跡周防鋳銭司跡や、日本における貨幣の

歴史を紹介する第２展示室は、史跡周防鋳銭司跡で発見された、銭貨の鋳

損じ銭の展示や、遺構から復元した銭貨鋳造工房のイメージ図など、史跡

周防鋳銭司跡の魅力をお伝えする展示としております。 

 

次のページに移りまして、２点目が国宝瑠璃光寺五重塔保存修理事業の
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進捗状況についてでございます。現在、約７０年ぶりとなる檜皮葺屋根の全

面葺き替え工事が行われております。令和５年２月から順調に進んできたと

ころですが、本年の４月２６日には、工事用足場の鉄骨が撤去され、屋根の

葺き替えを終えた、美しい五重塔の全景を御覧いただくことができるように

なりました。今後は五重塔を保護しながら、工事用足場の基礎解体や仮囲

いの撤去などが進められ、その後、移設した樹木の復旧などが行われ、本

年１２月末には、工事が完了される見込みとなっております。 

 

３点目が、就学援助適正化検討委員会からの提言書の提出についてで

ございます。去る３月１８日に、山口市就学援助制度適正化検討委員会から

令和６年度中に開催した検討委員会における、協議検討内容を取りまとめ

た、山口市就学援助制度の適正化に向けた、提言書が提出されました。提

言項目は３点ございまして、１点目は認定基準の見直しについてでございま

す。就学援助の認定を行う際に使用する生活保護基準につきましては、現

在平成２４年１２月時点のものを使用しておりますが、１０年以上前の基準で

すので、最新基準への見直しを検討すべきとの提言でございました。 

２点目は、学用品費等に係る支給額の見直しについてございます。昨今

の物価高騰により、就学に係る費用が増加しておりますことから、学用品費

や修学旅行費の支給額が適切な援助となるよう、見直しを検討すべきとの

提言でございます。 

３点目は、保護者への制度周知の徹底についてでございます。これまで

行ってきたプリント配布やＷｅｂサイトへの掲載といった電子媒体での周知

に加え、学校メールなどを活用した周知方法を検討するように、という提言

を受けたところでございます。これらの提言内容につきましては、令和８年

度以降の見直しに向けて、検討することとしております。以上で、報告第１号

についての説明を終わります。 

 

藤本教育長 はい、ありがとうございました。 

それでは、報告第１号につきまして、全体を通して意見・質問がありました

らお願いいたします。 

 

よろしいですか。 

 

はい。なければ以上で、本日の付議案件については終了いたします。 

次回の定例会は、こちらの会議室２０１で、７月２８日（月）午後２時からの

予定でございます。よろしいですかね。 

それでは以上をもちまして、令和７年第９回教育委員会（定例会）を閉会

いたします。ありがとうございました。 
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